
包括的な指針

案内標識類に係る全体
的な考え方を示す

(1)案内の連続性の
確保

(2)デザイン等の
統一性の確保

(3)一定のルール内
での地域性の尊重

車両系案内編

（標識令、道路占用許可基準）

歩行者系案内編

（長野県公共案内標識整備指針）

民間施設案内編

（観光活性化標識ガイドライン）

共通表記編

・外国語表記

・ピクトグラム

・書体

地域毎のガイドライン等

（圏域、複数又は単独の市町村

単位のガイドライン等）

案内標識等の整備方針（案）
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